
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
」
か
ら
 
 

「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
」
へ
 
 

「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
」
と
は
、
 
 

原
則
と
し
て
規
制
が
な
い
状
態
 
 

で
、
規
制
す
る
も
の
に
つ
い
て
 
 

リ
ス
ト
化
す
る
も
の
▼
ノ
 
農
畜
産
 
 

物
の
残
留
農
薬
等
の
規
制
に
関
 
 

し
て
、
こ
れ
ま
で
運
朋
さ
れ
て
 
 

き
て
い
る
制
度
で
す
一
 

こ
れ
に
対
し
て
 
「
ポ
ジ
テ
ィ
 
 

ブ
リ
ス
ト
」
 
と
は
、
原
則
税
別
 
 

蒜
ポ
直
）
 
さ
れ
た
状
態
で
、
使
用
 
 

を
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
リ
ス
 
 

ト
化
す
る
も
の
∵
 
つ
ま
り
、
柁
 
 

留
農
薬
等
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
 
 

ト
削
と
は
、
基
準
が
設
定
さ
れ
 
 

定
故
 
 

て
い
な
い
農
薬
等
か
、
 

を
超
え
て
柁
■
描
1
1
す
る
良
‖
‖
＝
の
販
 
 

売
等
を
原
則
禁
直
す
る
削
度
と
 
 
 

い
う
こ
し
」
に
な
．
り
ま
す
 
 
 

こ
の
拗
合
 
「
∴
疋
敬
一
と
は
、
 
 

－
人
の
健
顔
を
伯
な
う
恐
れ
の
な
 
 

い
罷
と
し
て
厚
牛
労
働
人
〓
が
 
 

薬
事
・
食
品
衛
隼
審
議
会
の
意
 
 

見
を
聴
い
て
定
め
る
韓
」
 
と
さ
 
 

れ
て
い
ま
す
 
へ
∵
定
農
準
」
と
 
 

も
い
う
）
 

食
の
安
全
を
願
う
、
 
 

善
書
の
願
い
か
ら
 
 

こ
れ
ま
で
農
畜
産
物
に
つ
い
 
 

て
は
、
建
前
と
し
て
、
定
め
ら
 
 

れ
た
農
薬
 
（
動
物
用
医
薬
品
、
 
 

遵尾降√（編集委員二・  

飼
料
添
加
物
を
含
む
）
 
の
残
留
 
 

基
準
以
卜
の
食
〓
m
し
か
流
通
で
 
 

き
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
し
 
 

た
 と

こ
ろ
が
、
実
際
は
7
・
ハ
リ
ハ
〓
 
 

余
樺
の
農
薬
が
農
産
物
の
栽
培
 
 

に
陸
相
き
れ
て
い
る
に
も
か
か
 
 

わ
ら
ず
、
残
留
農
薬
の
基
準
 
 

へ
値
〕
 
は
、
約
り
一
1
り
種
の
農
薬
 
 

に
し
か
設
ハ
．
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
 
 

で
し
た
 

つ
ま
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
プ
リ
ス
 
 

ト
別
の
ド
で
は
、
残
留
基
準
の
 
 

あ
る
も
の
だ
け
が
規
制
さ
れ
、
 
 

基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
農
 
 

薬
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
に
残
 
 

留
し
て
い
て
も
、
流
通
、
販
売
 
 

の
禁
止
や
回
収
命
令
が
で
き
ず
、
 
 

事
実
上
野
放
し
状
態
に
な
っ
て
 
 

し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
「
 

こ
の
間
、
食
の
グ
ロ
ー
バ
ル
 
 

化
に
と
も
な
、
り
て
、
輸
人
農
畜
 
 

産
物
が
急
増
し
、
そ
の
た
め
ポ
 
 

ス
ト
ハ
ー
ベ
ス
ト
農
薬
な
ど
、
 
 

食
の
安
仝
に
対
す
る
消
費
首
の
 
 

不
安
は
島
ま
る
．
ん
て
し
た
、
 
 
 

消
費
者
団
件
の
情
動
の
申
で
 
 

全
国
消
用
達
、
‖
本
隼
清
協
同
 
 

糾
合
達
人
〓
会
な
ど
は
、
リ
ノ
＼
カ
 
 

ら
、
農
薬
等
へ
の
ポ
シ
テ
ィ
プ
 
 

リ
ス
ト
制
度
の
‥
噂
▼
へ
を
求
め
、
 
 

「
食
品
衛
隼
法
」
 
の
抜
本
改
か
を
 
 

要
求
す
る
Ⅰ
＝
‖
∵
〓
一
ん
署
ハ
れ
運
 
 

動
な
と
に
頂
∵
り
釧
∵
ん
で
き
ま
し
 
 

た
ノ
 
こ
の
署
名
運
動
に
は
家
庭
 
 

栄
養
研
究
会
も
拝
同
相
休
に
な
 
 

っ
て
い
ま
す
■
一
署
名
は
史
L
初
 
 

の
1
3
0
り
〃
筆
に
も
の
ほ
り
 
 
 

ま
L
た
L
 
 
 

2
0
0
1
年
9
＝
、
国
内
で
 
 

発
生
し
た
B
S
E
 
（
γ
海
綿
状
 
 

脳
症
）
 
は
、
‖
本
の
食
品
安
全
 
 

行
政
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
こ
 
 

と
に
な
り
ま
し
た
、
）
 
0
3
年
5
月
 
 

に
食
品
衛
生
法
の
 
▲
部
が
改
正
 
 

さ
れ
、
食
品
に
残
留
す
る
農
薬
 
 

等
に
0
0
隼
5
月
糾
口
ま
で
に
ポ
 
 

ジ
テ
ィ
プ
リ
ス
ト
制
度
を
導
人
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し
、
規
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
 
 

が
決
め
ら
れ
た
の
で
す
．
。
 
 
 

こ
の
間
3
年
近
く
に
わ
た
り
、
 
 

各
関
連
機
関
で
審
議
が
行
わ
れ
、
 
 

第
1
次
案
か
ら
2
次
案
を
経
て
 
 

3
次
案
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
（
一
 
 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
募
集
 
 

さ
れ
、
家
庭
栄
養
研
究
会
も
意
 
 

見
書
を
掟
出
し
て
い
ま
す
。
 
 

【現行¢璃割】（食品衛生法）（平成17年1摘現在）  

創動艶鍵専に残留基準を設定  

1C 
残留基準を超えてよホ等が残留する食品の  

販売等を禁止  
し－＿－  

基
準
値
は
ど
う
決
め
る
の
か
 
 
 

今
回
の
対
象
農
薬
は
、
世
界
 
 

で
流
通
し
て
い
る
農
薬
等
7
1
 
 

6
品
目
が
リ
ス
ト
に
挙
が
っ
て
 
 

い
ま
す
。
そ
の
う
ち
半
数
が
国
 
 

内
で
使
朋
し
て
い
る
も
の
で
、
 
 

残
り
半
分
が
外
国
で
使
用
し
て
 
 

I- 
農薬等が残留していても基本的に販売等の規制はない  

【ポジデイブリスト制よの導入後】   
く平成18年5月29日施行）  

現行法第11秦第1頓に重  

義妾取締法に基づく蔓孝  

善 

人の紺を損  
なう恐れのな  
いことが明ら  
かであるもの  
を告示  

（特定農藁専）   

jC 
ポジティブ  
リスト制度  
の対象外  

人の健康を損なう恐  
れのない董として厚  
生労働大臣が一定暮  
を告示（一律基準）  

1  
一定1を超えて農薬  
等が残留する食品の  
販売等を禁止  

い
る
も
の
で
す
て
 
 
 

7
4
6
品
目
中
2
5
0
品
目
 
 

に
つ
い
て
は
、
現
在
の
安
全
基
 
 

準
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
 
 
 

安
全
農
準
の
な
い
も
の
の
な
 
 

か
で
暫
定
基
準
が
決
め
ら
れ
る
 
 

も
の
は
そ
れ
を
採
用
し
ま
す
 

暫
定
基
準
の
決
め
万
は
、
以
下
 
 

の
と
お
り
で
す
 

幸、欧米の基準等を踏王  
墓準を暫定町こ設定丁暫定   

農薬取締法に基づ〈登録等  
と詞時の残留基準設定な  

残留基準設定の促進  

′
）
 
 ．

蔓
1
7
L
∫
、
・
す
，
I
9
ご
．
岩
，
】
与
－
1
■
－
h
’
止
g
一
一
r
 
 

」■－  

裸官掛を匂えて舶縛朋指す  
る食品の阪表書を禁止  

鞄林ノ水椛常習科ヒり  
丁＿． ∴．  「1L■  

†
う
ー
デ
ッ
ク
ス
基
準
 
（
W
T
 
 
 

O
と
W
H
O
で
作
成
し
て
い
 
 
 

る
国
際
基
準
）
 
 

2
）
日
本
の
登
録
保
留
鹿
準
 
（
濃
 
 
 

紫
の
登
録
時
に
毒
性
試
験
や
 
 
 

残
留
試
験
で
決
小
生
 
 

一
旦
拳
固
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
 
 
 

カ
ナ
ダ
、
ド
∴
l
、
ニ
ュ
ー
シ
 
 
 

ー
ラ
ン
ド
ヤ
確
留
巷
準
を
採
 
 
 

「
ト
■
′
 
 
 

安
全
基
準
、
暫
定
基
準
の
い
 
 

ず
れ
も
な
い
農
薬
等
に
は
、
l
 
 

律
基
準
値
を
採
用
し
ま
す
。
 
 

律
基
準
値
は
0
・
り
1
い
P
 
m
 
 

と
し
、
こ
れ
を
超
え
る
良
品
ほ
 
 

製
造
、
輸
入
、
加
「
、
調
理
、
 
 

保
存
、
ま
た
は
販
売
し
て
は
な
 
 

ら
な
い
と
L
て
い
ま
す
 

な
お
、
寅
の
ポ
ジ
テ
ィ
プ
制
 
 

度
を
目
指
し
て
、
今
後
の
対
応
、
 
 

課
題
、
問
題
点
な
ど
を
次
号
で
 
 

耽
り
L
げ
ま
す
。
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ト
 
 

前
‖
一
三
r
ホ
シ
テ
′
・
プ
リ
ス
糾
 
 

度
し
一
導
入
ま
て
の
軽
遇
を
説
明
し
 
 

吏
L
ト
∵
、
1
∴
〓
‖
字
～
ガ
∴
－
シ
 
 

参
照
〕
 
 
 

帯
シ
 

消
費
川
休
等
が
ホ
テ
′
1
．
「
 
 

リ
ス
ト
削
度
を
■
婁
求
し
て
き
た
ハ
 
 

は
、
抽
入
寸
1
り
．
ト
リ
再
輸
入
食
〓
Ⅲ
 
 

に
付
ろ
不
 

ヤ
宰
‡
性
す
安
か
∴
二
、
し
 
 

す
 
輸
入
農
碇
物
に
便
糾
さ
れ
て
 
 

い
る
ヰ
∵
′
「
ト
ハ
ー
ヘ
ス
ト
 
へ
収
椎
 
 

、
 

毎
二
 
曲
中
葉
〓
本
一
＼
は
便
附
さ
れ
 
 

＝
 

■
＼
い
な
い
井
高
∵
∵
木
軸
ハ
ソ
し
′
 
 

ヘ
ス
ト
 
J
†
痺
申
〉
 
農
薬
か
桟
 
 

－
 
 

留
L
た
食
品
直
輸
入
を
枯
′
＼
た
め
 
 
 

∵
、
－
∴
一
 
 

ボ
ン
テ
ィ
↓
ノ
〓
′
ス
ト
糾
し
サ
は
食
 
 

〓
冊
い
卜
含
ま
れ
リ
リ
残
留
農
薬
、
動
物
 
 

周
医
華
晶
、
洞
門
添
加
物
†
を
十
 
 

面
的
に
規
制
†
こ
し
∴
∵
リ
ト
り
ご
 
 

ナ
 
蘭
・
へ
、
ぺ
肺
∴
∵
八
川
．
七
く
、
 
 

一
日
n
「
一
 
 

農
畜
水
庫
物
い
吊
よ
ひ
加
工
食
品
キ
 
 

一
り
主
十
㌻
 
 

合
む
丁
、
、
て
力
∵
作
品
か
り
象
に
な
 
 

ハ
ト
、
「
′
〓
 
 

」
め
に
ほ
加
∬
に
 
 

は
原
り
科
割
合
や
規
正
国
人
示
キ
 
 

け
わ
、
ホ
∴
J
ナ
㌧
・
ソ
〓
り
て
卜
日
 
 
 

．
 
 
 

夏
本
来
〃
役
剖
そ
墨
／
－
け
∫
り
よ
う
 
 
 

こ
ヱ
′
匂
二
し
）
か
れ
要
て
ー
↓
 
 
 

弱
い
「
残
留
農
薬
摂
取
量
を
 
 

減
ら
す
」
と
い
う
視
点
 
 

上
川
＝
ケ
ご
、
圭
∴
ン
ユ
′
r
∴
ソ
〓
」
ス
ト
 
 
 

仲
山
決
め
万
を
糾
舟
 

の
是
準
L
ま
 
 

し
た
か
、
用
地
上
が
い
′
、
）
∫
い
こ
h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
′
ノ
 
 
／
し
 
 

蓮履降J㌧約委計  

ー
リ
壬
」
l
 
 

頼
信
底
壷
∴
∵
∵
∵
て
は
、
▲
〓
 
 

合
理
的
に
払
え
壬
†
 
し
カ
し
 
 

鴫
 
 
 

二
－
テ
 
リ
 
L
7
て
∴
笹
準
∴
豆
輸
出
先
 
 

り
・
か
某
な
し
∴
一
都
合
ハ
よ
い
緩
 
 

ゃ
か
な
法
華
か
決
め
∵
つ
れ
∵
い
ツ
り
 
 

山
悠
問
題
∵
丁
 
国
際
坊
津
を
優
 
 

尤
さ
せ
た
た
め
、
川
内
の
登
録
保
 
 

．
」
l
一
、
．
 
鳥
証
言
†
よ
1
▲
‥
回
い
牧
師
州
さ
 
 

か
托
 
 

L
ご
、
，
J
二
し
こ
．
ナ
ン
】
か
ち
ナ
、
ノ
t
 
－
I
l
一
 
 
し
 
■
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
一
一
 
′
 
－
丁
り
 
 
 

ま
†
 
以
仁
悠
羊
十
な
問
題
古
芋
、
す
 
 

●
小
友
∴
使
い
れ
′
」
い
る
ウ
〓
ル
 
 

ビ
り
十
1
∵
‥
ナ
小
目
、
コ
ー
ナ
 

、
 

ノ
ノ
基
津
∵
は
川
廿
－
二
し
一
一
い
壬
 
 

う
が
、
米
七
比
べ
ろ
ヒ
1
＝
‖
洋
 
 

も
蔵
J
、
、
一
律
基
準
植
‖
・
 〓
 
 

∴
ろ
ヒ
1
＝
U
ハ
＝
‖
も
 
 

カ
ー
ー
隼
ゃ
 
 

か
な
粁
定
拭
咋
ヒ
ユ
㌧
ノ
て
い
ま
・
㌻
 
 
 

牛
山
農
林
水
井
省
調
 
 

リ
∵
〓
〓
1
 
 

査
て
は
1
・
l
I
バ
検
体
申
1
二
〕
り
一
極
 
 

か
ら
‖
 
〓
～
〓
 
の
 
 

明
子
う
∴
∵
ヤ
ヒ
リ
十
÷
∵
て
ナ
ル
か
 
 
 

検
州
さ
れ
て
お
り
、
．
律
基
準
植
 
 

（
 
り
〃
∴
L
し
）
ほ
と
ん
と
か
輸
入
 
．
．
■
一
．
 
 
 
 
 
 
1
 
 

．
、
 

下
▲
 
㌍
廿
∴
∵
ケ
る
か
∴
∵
ナ
†
＋
臨
一
へ
小
 
 
 

友
は
、
食
べ
る
量
ら
多
ノ
、
、
円
走
 
 

怯
準
仙
は
〓
本
人
〃
友
十
÷
）
ノ
l
度
 
 
 

√
㍉
ノ
と
航
し
ノ
＼
寸
＼
∵
さ
て
」
1
 
 

●
ク
リ
ホ
サ
ー
ト
ら
基
や
怖
か
耗
 
 

ペ
カ
て
う
 
人
U
．
か
却
…
、
ナ
ウ
 
」
 
 
 

ネ
か
川
棋
、
締
美
か
川
 畑

し
∴
 
し
ー
 
 

ひ
抜
け
て
基
準
値
か
緩
l
ヤ
か
な
ハ
 
 

は
、
除
帖
り
利
耐
＝
力
遣
′
佑
．
1
刺
み
 
 

経
え
て
仲
√
小
∵
∵
′
」
‥
ン
、
一
′
し
り
′
√
 
ノ
ノ
J
h
r
 
 

＝
1
1
†
利
か
城
川
田
し
∵
‥
∵
り
ハ
÷
り
皿
め
 
 
 

し
い
ろ
カ
・
．
り
∵
、
l
 
／
し
J
．
－
 
 
 

●
食
肉
∵
は
、
杭
†
物
門
∵
で
ウ
リ
〓
 
 

丁
る
も
ハ
は
原
則
禁
止
－
〓
な
一
．
イ
 
 

、
 

い
ま
L
た
が
留
定
基
準
値
の
設
 
、
 
 
 

定
に
上
り
、
＃
認
す
ろ
純
釆
い
ぃ
な
 
 

ノ
ご
い
る
再
は
問
題
一
∵
守
 
い
軋
菌
 
 

′
 
 
 
 
 
 
】
・
・
了
・
・
・
・
－
 
 

、
、
 

剤
抗
牛
物
質
ホ
け
モ
∴
′
剤
‖
写
 
 

に
‥
い
て
も
明
怖
い
．
巨
視
削
寸
∴
、
き
 
 

ド
こ
r
 
 

〝
 
 

●
国
内
で
 
「
．
1
＝
許
容
摂
取
量
 
 

、
、
．
リ
ー
二
 
〃
評
価
が
さ
往
て
い
な
 
 

い
農
薬
等
∴
も
残
留
基
準
を
設
定
 
 

L
て
い
る
二
し
r
リ
、
問
題
吉
㌫
∵
 
 

20〔）6－5 考へ、もの通信 26   



▼導入の前に行われた雇見交碑去 ノヨ円6日  

つ
で
す
」
 
閃
い
人
＝
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
 
 

食
品
安
全
委
員
会
で
順
次
評
価
を
 
 

進
め
て
い
ノ
＼
と
い
う
こ
と
で
す
 

検
査
体
制
の
強
化
で
 
 

厳
重
チ
ェ
ッ
ク
を
 
 

加
．
⊥
品
＝
も
規
制
の
対
象
で
す
が
、
 
 

開
発
加
「
食
品
が
続
々
と
輸
入
さ
 
 

れ
て
い
ま
す
 
人
部
分
の
加
「
品
 
 

は
混
合
し
、
調
味
さ
れ
た
も
の
が
 
 

多
く
、
規
制
と
L
て
ほ
一
律
農
準
 
 

備
を
超
え
る
残
留
農
薬
等
が
検
〓
 
 

さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
流
通
禁
 
 

直
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
じ
 
構
成
原
 
 

桐
利
か
ら
判
断
す
る
と
す
れ
は
、
 
 

†
急
に
原
材
料
割
合
、
原
産
地
衣
 
 

小
の
整
備
が
必
要
で
す
 
 
 

S
▲
仁
ん
で
い
た
ポ
ジ
テ
ィ
プ
リ
ス
 
 

ト
制
度
が
施
行
さ
れ
た
わ
け
で
す
 
 

か
ら
、
外
国
で
使
州
さ
れ
て
い
る
 
 

り
ナ
T
山
ソ
ケ
す
 
 

農
柴
等
を
し
っ
か
 
 

る
必
要
が
あ
り
ま
す
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食品に関するリスクコミュニケーション（4月27日：東京都）に参加いただいた皆様へ   

平素より食の安全に関する行政にご協力をいただき誠にありがとうございます。   

今後のリスクコミュニケーションをより実りある形で実施していくため、本日のリスク  
コミュニケーション等に関するアンケート調査にご協力をお願いします。  

アンケートは、以下の設問の該当する番号に○を付けて  いただき、リスクコミュニケー  
ション終了後、受付に置いている回収ボ   ツクスにご提出願います。  

1）男性  2）女性  

l）～l§■歳  2）20歳代  3）30歳代 4：）40歳代  5）50歳代 6）60歳代  
7）70歳～  

1）消費者（団体含む） 2）食品等事業者（団体含む） 3）生産者（団体含む）  
4）地方公務員・独法職員  5）試験検査施設（民間（団体含む）） 6）その他  

1）製造・加工業  2）流通・販売業  3）業界団体  4） その他  
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2）残留農薬等のポジ  
3）残留農薬等のポジ  

4）その他（自由記述  

l）厚生労働省・農林水産省が開催した意見交換会等  
2）地方自治体が開催した意見交換会等  
3）団体等が開催した意見交換会等  
4） その他（自由記述  
5） ない  

l）1回  2） 2～3回  3） 4回以上  

l）知っていた  2）概ね知っていた  封ほとんど知らなかった 4）知らなかった  

1）できた 2）おおむねできた 3）あまりできなかった 4）できなかった  

ー1－   



1）専門用語が多かったこと  
2）発言者の要点が掴みにくかったこと  
3）論点が拡散し、何を議論しようとしているのかわからなかったこと  
4）意見交換の流れがわからなかったこと  
5） その他（自由記述  

1）できる 2） おおむねできる 3）あまりできない 4）できない  

議論して欲しい内容が取りあげられなかった  

内容が難しく、理解が難しい  
十分に意見交換ができていない  

）
 
）
 
）
 
）
 
）
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つ
J
 
4
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論
 
 

点がぼやけるなど、意見交換の進め方に問題がある  

その他（自由記述  

① 残留農薬等のポジティブリスト制度への印象について  

1）よい印象  2）どちらともいえない  3）悪い印象  

1）よい印象  2）どちらともいえない  3）悪い印象   

② 生産者、食品等事業者の残留農薬等への取組について  

1）信頼できる  2）どちらともいえない  3）信頼できない   

3）信頼できない  1）信頼できる  2）どちらともいえない  

（自由記載1＿＿＿＿‖‖…‖＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿－…＿＿＿＿＿‖＿＿＿＿……＿…＿…＿＿…＿…  

③ 残留農薬等のポジティブリスト制度への理解について  

1）理解が深まった  2）変化なかった  3）よくわからなくなった  

（自由記載）  
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今回のリスクコミュニケーションでは、一部を各関係者からの講演、第二部をパネルディ   

スカッションと意見交換としています。   

リスクコミュニケーションの構成、テーマの選定、募集方法などリスクコミュニケーション   

のあり方全体について、良かったと思う点、改善すべきと思う点について記載ください。  

り 良かったと思う点  

2）改善すべきと思う点  

1）食品中に混入する汚染物質（メチル水銀、ダイオキシン等）の問題  
2）食中毒に関する問題  
3）検疫所や保健所の監視指導に関する問題  
4）健康食品に関する問題（表示を含む）  
5）遺伝子組換え食品に関する問題（表示を含む）  
6）食品添加物に関する問題（表示を含む）  
7）残留農薬、残留動物用医薬品に関する問題（表示を含む）  
8）家畜の病気（BSE、鳥インフル工ンザ等）の問題  
9）輸入食品に関する問題（表示を含む）  
10）上記以外の食品の表示に関する問題  
11）トレーサビリティ  
12）その他（自由記述  

ご協力ありがとうございました。  

－うー▲   




